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退
職
後
、
翌
日
か
ら
厚
生
年
金
保
険
の
適

用
事
業
所
に
再
就
職
す
る
場
合
は
、
引
き
続

き
厚
生
年
金
保
険
に
加
入
し
ま
す
。
し
か

し
、
そ
れ
以
外
の
60
歳
未
満
の
方
は
、
国
民

年
金
に
加
入
す
る
た
め
の
手
続
き
が
必
要
と

退
職
後
の
国
民
年
金
の
手
続
き

退
職
後
の
国
民
年
金
の
手
続
き

に
つ
い
て

に
つ
い
て

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
退
職
し
た
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
た

60
歳
未
満
の
配
偶
者
（
夫
ま
た
は
妻
）
に
つ

い
て
も
、
同
様
に
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
な
る
場
合

　

60
歳
未
満
で
、
自
営
業
者
お
よ
び
そ
の
配

偶
者
な
ど
（
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
年
金
に

加
入
す
る
人
や
そ
の
被
扶
養
配
偶
者
以
外
の

人
）
と
な
る
場
合
に
は
、
国
民
年
金
の
第
１

号
被
保
険
者
に
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
に

は
、
役
場
の
窓
口
で
「
国
民
年
金
被
保
険
者

関
係
届
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
一
定

期
間
分
の
保
険
料
を
一
括
し
て
納
付
す
る
と

保
険
料
が
割
引
に
な
る
前
納
制
度
や
、
口
座

振
替
で
納
付
す
る
と
保
険
料
が
割
引
に
な
る

制
度
（
早
割
制
度
）
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、
保
険
料

の
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
の
第
３
号
被
保
険
者
と
な
る
場
合

　

厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組
合
な
ど
に
加
入

し
て
い
る
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
70
歳
未
満

で
老
齢
ま
た
は
退
職
を
理
由
と
す
る
年
金
の

受
給
権
を
有
す
る
人
は
除
く
）
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
配
偶
者
は
、

国
民
年
金
の
第
３
号
被
保
険
者
と
な
り
ま

す
。

　

こ
の
場
合
に
は
、
配
偶
者
の
勤
務
し
て
い

る
事
業
所
を
管
轄
す
る
年
金
事
務
所
に
、
事

業
主
を
経
由
し
て
「
国
民
年
金
第
３
号
被
保

険
者
該
当
関
係
届
」
を
提
出
し
ま
す
。

　

第
３
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、
配
偶
者

が
加
入
し
て
い
る
厚
生
年
金
保
険
や
共
済
組

合
な
ど
か
ら
拠
出
さ
れ
ま
す
の
で
、
個
別
に

保
険
料
を
負
担
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
年
金
の
任
意
加
入
被
保
険
者
と
な
る
場
合

　

60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
老
齢
給
付
の
受

給
資
格
期
間
が
不
足
し
て
い
る
か
、
満
額
の

老
齢
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に

は
、
国
民
年
金
の
任
意
加
入
被
保
険
者
と
な

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
65
歳
以
上
70

歳
未
満
で
、
老
齢
給
付
の
受
給
期
間
が
不
足

し
て
い
る
場
合
に
も
、
任
意
加
入
被
保
険
者

（
特
例
任
意
加
入
被
保
険
者
）
と
な
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

任
意
加
入
の
手
続
き
は
、
役
場
の
窓
口
で

行
い
ま
す
。
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番

号
通
知
書
を
持
参
し
、
本
人
が
手
続
き
を
行

い
ま
す
。

　

任
意
加
入
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、
国
民

年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
同
じ
で
す
が
、

納
付
方
法
は
原
則
と
し
て
口
座
振
替
に
な
り

ま
す
。ま
た
、保
険
料
の
免
除
制
度
は
な
く
、

65
歳
以
上
の
特
例
任
意
加
入
被
保
険
者
は
、

付
加
保
険
料
の
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ

　

保
険
年
金
課
③
番
窓
口

　

☎
45
・
３
１
１
１
（
内
線
１
１
３
）

　

大
垣
年
金
事
務
所

　

☎
０
５
８
４
・
78
・
５
１
６
６

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
保
険
料

を
納
め
忘
れ
て
い
る
方
に
対
し
て
、
電
話
・

文
書
・
戸
別
訪
問
に
よ
る
納
付
の
ご
案
内
や

免
除
な
ど
の
申
請
の
手
続
き
の
ご
案
内
を
、

民
間
事
業
者
へ
委
託
し
て
い
ま
す
。

《
令
和
２
年
10
月
か
ら
》

　

ご
案
内
さ
せ
て
い
た
だ
く
民
間
事
業
者

（
大
垣
年
金
事
務
所
）

（
株
）
バ
ッ
ク
ス
グ
ル
ー
プ

問
い
合
わ
せ

　

☎
０
８
０
０
・
６
０
０
０
・
６
０
０

（
受
付
時
間
：
午
前
９
時
か
ら
午
後
９
時
ま

で　

※
年
末
年
始
、
お
盆
を
除
く
）

○
よ
く
あ
る
ご
質
問

Ｑ
１　

民
間
事
業
者
へ
ど
の
よ
う
な
業
務
を

委
託
し
て
い
る
の
で
す
か
？

Ａ
１　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
の
あ

る
お
客
様
に
対
し
て
、
電
話
や
文
書
、

戸
別
訪
問
に
よ
る
納
付
の
ご
案
内
と
、

免
除
・
猶
予
制
度
の
ご
案
内
、
そ
の
他

口
座
振
替
な
ど
の
ご
案
内
を
委
託
し
て

い
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
29
年
10
月
以
降
、
民
間
事
業

者
の
訪
問
員
に
よ
る
「
戸
別
訪
問
に
よ
る
保

険
料
の
収
納
業
務
」
に
つ
い
て
は
廃
止
し
て

い
る
た
め
、
現
金
を
お
預
か
り
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ
２　

夜
間
や
休
日
に
も
電
話
や
訪
問
が
あ

る
の
で
す
か
？

Ａ
２　

平
日
の
日
中
は
お
仕
事
や
学
校
な
ど

国
民
年
金
保
険
料
の
ご
案
内
を

国
民
年
金
保
険
料
の
ご
案
内
を

民
間
委
託
し
て
い
ま
す

民
間
委
託
し
て
い
ま
す

で
連
絡
が
つ
き
に
く
い
場
合
も
あ
る
た

め
、
土
日
や
祝
祭
日
の
午
前
８
時
か
ら

午
後
９
時
ま
で
の
時
間
帯
に
、
お
電
話

や
訪
問
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。

Ｑ
３　

名
前
や
生
年
月
日
を
聞
か
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
３　

ご
本
人
様
確
認
の
た
め
、
基
礎
年
金

番
号
や
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
を
お

伺
い
し
ま
す
の
で
、ご
了
承
願
い
ま
す
。

　

そ
の
他
ご
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、
大

垣
年
金
事
務
所
（
☎
０
５
８
４
・
78
・

５
１
６
６
）
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
に
ご
注
意
を
！

・
民
間
事
業
者
は
、
日
本
年
金
機
構
が
発
行

し
た
納
付
書
に
よ
り
、
最
寄
り
の
金
融
機

関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
お
支
払

い
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
ご
案
内
し
ま

す
。

　
　

こ
の
た
め
、
銀
行
口
座
を
指
定
し
て
Ａ

Ｔ
Ｍ
の
操
作
に
よ
り
振
り
込
み
を
お
願
い

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
民
間
事
業
者
の
訪
問
員
に
よ
る
収
納
業
務

を
廃
止
し
て
い
る
た
め
、
訪
問
員
が
現
金

を
お
預
か
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。


